
○行政機関等が発信する災害情報を、
多言語に翻訳して外国人に届ける

○外国人のニーズのある情報を
多言語化して届ける（避難所を
巡回して、外国人の状況を把握し、
ニーズを選別）

災害多言語支援センターとは

概要

大地震などの災害が発生した際に、日本語が十分理解できないために、
・行政機関等が発信する情報を享受できない
・地震等の災害経験が少ない

ことが原因で精神的な不安を抱えている外国人住民を支援するために
多言語での災害に係る情報を提供

業務内容

設置主体

災害対策本部の設置主体となる被災地の市町村及び都道府県が協働で設置することが望ましいが、
実際には被災状況に応じて判断
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把握したニーズの還流
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日本語による
情報処理・支援

※「災害多言語支援センター設置運営マニュアル2009」（クレア）を基に総務省作成
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